
   
 

平成２３年３月４日 

自動車交通局保障課 

 

自賠責保険の高次脳機能障害認定システムが充実されます 

～「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」報告書が取りまとめられました～ 

 

 自動車事故によって「脳外傷による高次脳機能障害」(※１)を負われた被害者は、自賠責保

険（共済）での後遺障害認定を受けた後、自賠法に定められている支払基準に則って保険金等

の支払いを受けることとなっています。 

 自賠責保険における高次脳機能障害認定システム（※２）は、平成１３年から実施され、そ

の後、平成１５年、平成１９年と充実を図ってきたところです。 

 今般、「前回見直しから３年以上が経過している」、「現行の認定システムでは認定されな

いものが存在するなどの指摘もある」ことに鑑み、平成２２年７月に損害保険料率算出機構に

対して検討を指示し、同年９月に同機構内に検討委員会が設置され、外部専門家の意見陳述、

委員の意見発表、文献のレビュー等を踏まえた検討が行われ、本日、報告書が取りまとめられ

ました（委員：別紙参照）。 

 報告書のポイントは、以下のとおりです。 

 

１．「脳外傷による高次脳機能障害」の医学的な考え方の整理 

 （１）軽症頭部外傷（※３）後の高次脳機能障害 

    WHO の報告（MTBI（※４）に関する２００４年以前の医学論文の系統的レビュー 

を踏まえた診断基準や考察）を参考にするとともに、それ以外にも内外の各種文献、外 

部専門家の意見陳述や委員による軽症頭部外傷患者の臨床例等も踏まえると、①MTBI 

の受傷直後に把握される障害は、大多数の患者で３か月から１年以内に回復する、②一 

部の患者で症状が遷延することがあるが、心理社会的因子の影響によるという考え方が 

有力、とされていること等から、軽症頭部外傷後に１年以上回復せずに遷延する症状に 

ついては、それが WH0 の診断基準を満たす MTBI とされる場合であっても、それのみ 

で高次脳機能障害であると評価することは適切ではない。 

  ただし、軽症頭部外傷後の脳の器質性損傷の可能性を完全に否定できないという医学 

論文も存在することから、このような事案における高次脳機能障害の判断は、症状の経 

過、検査所見等も併せ慎重に検討されるべきである。 

  

 （２）脳機能の客観的把握（画像診断の進歩について） 

    脳の器質的損傷の判断にあたっては、従前と同じく CT、MRI が有用な資料であると 

考える。ただし、これらの画像も急性期から亜急性期の適切な時期において撮影される 

ことが重要である。 

 なお、CT、MRI で異常所見が得られていない場合に、拡散テンソル画像（DTI）、fMRI、 

MR スペクトロスコピー、PET で異常が認められたとしても、それらのみでは、脳損傷 



の有無、認知・行動面の症状と脳損傷の因果関係あるいは障害程度を確定的に示すこと 

はできない。 

 

２．現行認定システムの修正等 

（１）審査の対象とする条件の明確化 

 高次脳機能障害事案として審査の対象を選定するための現行の５条件については、意 

識障害や画像所見など一部の条件に達しない被害者は、現場の医師に高次脳機能障害で 

はないと形式的に判断されているおそれがあるのではないかとの指摘があったことか 

ら、軽症頭部外傷の被害者が審査対象から漏れることのないよう記載方法を修正する。 

  

（２）調査手法の改善 

   脳外傷による高次脳機能障害を的確に後遺障害等級認定するためには、意識障害の程 

度・期間を適切に把握することが重要であることから、照会様式の一部改正を行う。 

   

 （３）症状固定時期の考え方 

被害者が学齢期前の小児の場合、その成長・発達に伴い、社会的適応に問題があるこ 

とが明らかになることで、被害者に有利な等級認定が可能となる場合もあることから、 

そのような要素があると考えられる事案については、社会的適応障害の判断が可能とな 

る時期まで後遺障害等級認定を待つという考え方もあることを周知することが望まし 

い。 

 

 ３．関係各方面への周知 

脳外傷による高次脳機能障害が、依然「見すごされやすい障害」であることを踏まえ、 

被害者、医師、医療機関等に対して、リーフレットの配布、医療機関向けの解説書の改訂・ 

配布、学会等の場で高次脳機能障害の後遺障害等級認定に関する情報提供を行うなど、広 

く啓発活動を行っていくことが望まれる。 

 

 

 損害保険料率算出機構では、上記の検討結果に沿って自賠責保険の高次脳機能障害認定シス

テムの充実に向けた見直しを実施し、平成２３年４月から、見直し後の認定システムによって

高次脳機能障害の認定審査を行うこととしています。 

 

 なお、報告書は同機構のホームページで紹介しています。 

http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/qa.html 

 

 

[参考] 

※１ 「脳外傷による高次脳機能障害」とは、脳外傷があり、意識障害が一定期間継続した場合に発生す 

る後遺障害であって、認知障害（記憶の障害等）とともに人格障害（性格変化等）が認められ、仕事 

や日常生活に支障を来す障害です。 

なお、自賠責保険における高次脳機能障害は、以下の後遺障害等級に該当します。 



（別表第一）1 級 1 号、2 級 1 号 

（別表第二）3 級 3 号、5 級 2 号、7 級 4 号、9 級 10 号 

 

※２ 「高次脳機能障害認定システム」とは、「高次脳機能障害が問題となる事案」について、 

     ・診療医に対する受傷後の詳細な意識障害の推移 

     ・高次脳機能障害の内容・程度の照会 

     ・被害者側への日常生活状況の確認 等 

    詳細な情報を得た上で、専門医を中心とする自賠責保険（共済）審査会高次脳機能障害専門部会が 

後遺障害等級を認定するシステムです。 

 

※３ 「軽症頭部外傷」とは、「頭部に何らかの外力が加わった事故のうち軽度なもの」を言います。 

（なお、本用語の定義は、本報告書で使用する場合の定義となります。） 

 

※４ 「MTBI（Mild Traumatic Brain Injury）」とは、WHO（世界保健機関）共同特別専門委員会 

の診断基準によれば、以下のとおりとなります。 

【WHO における MTBI の診断基準】（訳は当検討委員会） 

MTBI は、物理的外力による力学的エネルギーが頭部に作用した結果起こる急性脳外傷である。 

     臨床診断のための運用上の基準は以下を含む： 

     （ⅰ）以下の一つか、それ以上：混乱や失見当識、３０分あるいはそれ以下の意識喪失、２４時 

間以下の外傷後健忘期間、そして/あるいは一過性の神経学的異常、たとえば局所神経徴候、 

けいれん、手術を要しない頭蓋内病変 

     （ⅱ）外傷後３０分の時点あるいはそれ以上経過している場合は急患室到着の時点で、グラスゴ 

ー昏睡尺度得点は１３－１５ 

上記の MTBI 所見は、薬物・酒・内服薬、他の外傷とか他の外傷治療（たとえば全身の系統的外 

傷、顔面外傷、挿管など）、他の問題（たとえば心理的外傷、言語の障壁、併存する医学的問題） 

あるいは穿通性脳外傷などによって起きたものであってはならない。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：国土交通省自動車交通局保障課    

     永野、谷貝   

     代表 03-5253-8111（内線 41-515） 

（内線 41-512） 

    直通 03-5253-8586、8582         


